
 

第５回三保松原景観改善技術フォローアップ会議 

 

日時：平成 31 年３月６日（水）15：30～17：00 

場所：静岡県静岡総合庁舎７階第８会議室 

 

 

議事次第 

 

開 会 

議 事 

Ⅰ．報告事項 

１．平成 30 年度のモニタリング結果 

２．保全状況報告書の提出状況 

Ⅱ．検討事項 

１．１号消波堤撤去の検討 

２．２号堤検討に向けたモニタリング項目の検討 

Ⅲ．平成 31 年度の予定 

閉 会 

 

 

 

 

 

＜配布資料＞ 

・議事次第、委員出席名簿、座席表 

・三保松原景観改善技術フォローアップ会議 設立趣意 

・三保松原景観改善技術フォローアップ会議 設置要綱 

・説明資料 



 

 

第５回三保松原景観改善技術フォローアップ会議 

委員出席名簿 

 

氏 名 所 属 ・ 役 職 出欠 備考 

宇多 高明 日本大学客員教授 出席  

岡田 智秀 日本大学理工学部教授 出席  

◎ 佐藤 愼司 
東京大学工学系研究科 

社会基盤学専攻教授 
出席  

篠原 修 東京大学名誉教授 出席  

児玉 好史 
国土交通省中部地方整備局 

河川部長 
欠席 

【代理出席】 

中部地方整備局河川部 

地域河川課長 下家 時洋 

平澤 毅 
文化庁文化財第二課 

主任文化財調査官 
出席  

美濃部 雄人 静岡市副市長 欠席 

【代理出席】 

静岡市建設局 

次長兼土木部長 松本 隆 

（敬称略、有識者は五十音順） 

◎：座長  
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三保松原景観改善技術フォローアップ会議 

設立趣意 

 

三保松原は、日本三大松原のひとつにも数えられ、美しい砂

浜と背後の松林が織り成す白砂青松の海岸は、霊峰富士を望む

日本有数の景勝地として全国にその名を知られている。また、

万葉集に登場して以降、数多くの和歌や浮世絵、絵画の題材と

なるなど芸術の源泉としても名高く、平成 25 年６月には、世界

文化遺産「富士山」の構成資産として世界遺産一覧表に記載さ

れた。 

 

しかし世界文化遺産の登録過程において、砂浜背後の人命・

財産を守るために大きな役割を果たしてきた消波ブロックの存

在が、審美的観点において望ましくないという指摘を受けたこ

とから、これまでの経験と先端の知見・技術を駆使し、防護と

景観の両者を高い次元で調和させた、世界文化遺産にふさわし

い新たな海岸づくりの姿を提示するため、「三保松原白砂青松

保全技術会議」を設立した。 

 

上記会議は、平成 25 年９月から平成 27 年２月にかけて計４

回開催され、検討成果として、基本理念や目指すべき姿（長期

対策）、砂浜が回復するまでの措置（短期・中期対策）などがと

りまとめられたが、今後実施する施設の設計や施工、モニタリ

ング等において、段階に応じた技術的な検討や評価、評価結果

に基づく順応的な対策の見直しを実施し、対策の着実な推進に

よる目指す海岸の姿の実現を図る必要がある。 

 

このため、三保松原の海岸における景観改善と海岸保全の両

立のための対策について、対策の推進と順応的な見直しを図る

ための方策等を検討し、段階に応じた的確なフォローアップを

実施することを目的に、本会議を設立するものである。 

 



三保松原景観改善技術フォローアップ会議設置要綱 

 
（名称） 
第１条 本会は「三保松原景観改善技術フォローアップ会議」（以下「会議」という。）

と称する。 
 
（目的） 
第２条 本会議は、「三保松原白砂青松保全技術会議」での検討成果に基づき実施す

る、清水海岸三保松原付近の景観改善と海岸保全の両立のための施設の設計や施工、

モニタリング等の対策について、対策の推進と順応的な見直しを図るための方策等

を検討し、段階に応じた的確なフォローアップを実施することにより、世界文化遺

産の構成資産にふさわしい海岸づくりに資することを目的とする。 
 
（組織） 
第３条 会議は、別表に掲げる委員により構成する。 
２ 会議には、会議に必要な事項に関して検討を行う「技術検討ワーキング部会」を

置くものとする。 
 
（座長） 
第４条 会議には、委員の互選により座長を置く。 
２ 座長は会議を代表し、会務を総括する。 
３ 座長に事故等がある場合は、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代行す

る。 
４ 座長は必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することがで

きる。 
 
（運営） 
第５条 会議は、座長が必要と認めるとき、若しくは委員から要請があった場合に開

催する。 
２ 会議は原則公開とする。 
 
（事務局） 
第６条 会議の事務局は、静岡県交通基盤部河川砂防局河川企画課に置く。 
 
（雑則） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議

に諮り定めるものとする。 
 
（附則） 
 この要綱は、平成 27 年４月 28 日から施行する。 

この要綱は、平成 29 年３月１日から施行する。 

この要綱は、平成 31 年３月６日から施行する。



別表 

 

三保松原景観改善技術フォローアップ会議 委員名簿 

 

氏 名 所 属 ・ 役 職 分 野 

宇多
う だ

 高明
たかあき

 日本大学客員教授 学識（海岸） 

岡田
お か だ

 智
とも

秀
ひで

 日本大学理工学部教授 学識（海岸景観） 

佐藤
さ と う

 愼司
し ん じ

 東京大学工学系研究科社会基盤学専攻教授 学識（海岸） 

篠原
しのはら

 修
おさむ

 東京大学名誉教授 学識（景観工学） 

児玉
こ だ ま

 好史
よしふみ

 国土交通省中部地方整備局河川部長 行政（国） 

平澤
ひらさわ

 毅
つよし

 文化庁文化財第二課主任文化財調査官 行政（国） 

美濃部
み の べ

 雄人
ゆうじん

 静岡市副市長 行政（市） 

          （敬称略、学識者は五十音順） 


